
 

【中南米宛貨物】ご発送時の記載必須情報　　　　　（2026年2月2日更新） 

 

宛先・経由国/地域 荷受人の 

メールアドレス 

荷受人の 

郵便番号 
       HSコー

ド 

       原産国 

アンティグア・バーブーダ ○  ○ ○ 

アンギラ/アングィラ  ○  ○ ○ 

アルバ ○  ○ ○ 

バルバドス ○  ○ ○ 

サン・バルテルミー島 ○  ○ ○ 

バミューダ諸島 ○  ○ ○ 

ボネール島、シント・ユース

タティウス島、サバ島 

○  ○ ○ 

バハマ ○  ○ ○ 

ベリーズ ○  ○ ○ 

コロンビア共和国 ○ ○ ○ ○ 

キュラソー ○  ○ ○ 

ドミニカ国 ○  ○ ○ 

ドミニカ共和国 ○  ○ ○ 

エクアドル ○ ○ ○ ○ 

グレナダ ○  ○ ○ 

仏領ギアナ ○  ○ ○ 

サウスジョージア・            

サウスサンドウィッチ諸島 

○  ○ ○ 

ガイアナ協同共和国 ○  ○ ○ 

ホンジュラス ○  ○ ○ 

ハイチ共和国 ○  ○ ○ 

ジャマイカ ○  ○ ○ 

セントクリストファー・          

ネイビス 
○  ○ ○ 

ケイマン諸島 ○  ○ ○ 

セントルシア ○  ○ ○ 

 
   



 

 

宛先・経由国/地域 荷受人の 

メールアドレス 

荷受人の 

郵便番号 
       HSコー

ド 

       原産国 

フランス領サン・マルタン ○  ○ ○ 

マルティニーク ○ ○ ○ ○ 

モントセラト ○  ○ ○ 

ペルー共和国 ○  ○ ○ 

プエルトリコ (注) ○ ○ ○ ○ 

スリナム共和国 ○  ○ ○ 

シント・マールテ ○ ○ ○ ○ 

タークス・カイコス諸島 ○  ○ ○ 

トリニダード・トバゴ ○ 
 ○ ○ 

ウルグアイ ○  ○ ○ 

セントビンセントおよびグレ

ナディーン諸島 

○  ○ ○ 

イギリス領ヴァージン諸島 ○  ○ ○ 

ヴァージン諸島 (注) ○  ○ ○ 

 
   (注) プエルトリコ、ヴァージン諸島宛は、DDP（関税荷送人払い）発送不可 
 


